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基本計画部会第３ワーキンググループ審議結果 

 

 

１ 修正等が必要と考える箇所及び理由 

 (1) 第３－１－(2)ア「行政記録情報等の利活用の推進」 

 ビッグデータについては、本文において「国際的な動向も踏まえつつ、行政記録情

報等を含むビッグデータの統計作成への利活用及び統計データのビッグデータへの活

用について研究を進める。」とされているが、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（平成25

年６月14日閣議決定）における取組の方向性に沿ったものであることがより明確とな

るよう、「国際的な動向も踏まえつつ、統計データとビッグデータを相互に結び付け、

活用することについて研究を進める。」に修正することが適当である。 

 

 (2) 第３－１－(2)イ「社会保障・税番号制度の統計への活用」 

 社会保障・税番号制度の個人番号については、別表において「その利用範囲の拡大

に関する番号法の見直しに併せて、統計における活用を検討する。」とされているが、

統計の作成のために個人番号の情報を活用するものであることがより明確となるよう、

「その利用範囲の拡大に関する番号法の見直しに併せて、統計作成における活用につ

いて検討する。」に修正することが適当である。 

 

 (3) 第３－１－(4)「統計基準等の見直し」 

 表章区分の在り方については、別表において「各府省と連携して、基幹統計を中心

に表章区分の現状を整理した上で」とされているが、表章区分の具体的内容が明確と

なるよう、「各府省と連携して、基幹統計を中心に表章区分（年齢や事業所規模等）の

現状を整理した上で」に修正することが適当である。 

 

(4) 第３－２－(1)「統計リソースの確保のための取組」 

 統計リソースの確保のための取組については、各府省に共通する取組について一元

的、効率的に推進するための方策として独立行政法人統計センターの機能を活用する

ことも視野に入れ、別表に「また、各府省を支援する観点から、調査票情報等の提供

及び活用、政府統計共同利用システムを通じた情報提供機能の強化等に係る各府省に

共通する取組（一般用ミクロデータ（仮称）の作成、オンサイト利用等による調査票

情報の利用、ＡＰＩ機能の提供のためのデータ登録等）のうち、専門的な技術や知見

を要し、一元的な検討・実施が効果的かつ効率的な事項については、独立行政法人統

計センターの機能を最大限活用できるよう措置する。」を追加することが適当である。 

 

 (5) 第３－２－(2)「調査体制の機能維持、国と地方公共団体の連携」 

 地方公共団体及び統計調査員の業務量の軽減や平準化等を図るための各府省の取組

として本文に記載している「③民間事業者のノウハウを活用したコールセンターの設

置」については、その他の「①国直轄調査の導入」、「②調査対象業種や調査系統の見

直し」、「④地域別表章の充実・支援」、「⑤登録調査員の確保・育成」と平仄が合うよ
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う、「③民間事業者のノウハウの活用」に修正することが適当である。 

 

 (6) 第３－２－(5)「民間事業者の活用」 

 民間事業者の活用については、本文において「厳しい財政状況の下、限られた統計

リソースの有効活用や、地方公共団体及び統計調査員の業務量の負担軽減を図るため

には、適正に民間事業者を活用することが重要である。」とされているが、既に約８割

の統計調査の何らかの業務において民間事業者の活用が図られている現状や民間事業

者の活用の視点がより明確となるよう、「厳しい財政状況の下、限られた統計リソース

の有効活用や地方公共団体及び統計調査員の業務量の負担軽減を図るためには、優れ

たノウハウやリソースを持つ民間事業者の効果的かつ適正な活用が引き続き重要であ

る。」に修正することが適当である。なお、本文４段落目の「民間事業者のノウハウ・

リソースを積極的に活用し、」の部分については、重複するため削除することが適当で

ある 

 また、「民間事業者の体制といった点に留意する必要がある。」については、留意点

がより明確となるよう、「民間事業者の履行能力といった点に留意する必要がある。」

に修正することが適当である。 

 

 (7)  第３－２－(5)「民間事業者の活用」及び第３－３－(2)「統計の品質保証活動の推

進」 

 「プロセス保証」については、「第１－５ 統計データの透明化・オープン化の推進」、

「第３－２－（５）民間事業者の活用」及び「第３－３－（２）統計の品質保証活動

の推進」において用いられていることから、最初の「第１－５統計データの透明化・

オープン化の推進」の該当箇所の注釈として、「統計調査の実施過程の効果的な管理に

関する取組」と追加することが適当である。なお、この注釈を追加することにより、

「第３－３－（２）統計の品質保証活動の推進」における本文の「統計調査の実施過

程の管理方法等に関する品質評価の取組である」と別表の「（統計調査の実施過程の管

理方法等）」は削除することが適当である。 

 

 (8) 第３－３－(4)「統計リテラシー等の向上」 

 統計リテラシー等の向上については、本文において「統計の有用性を理解し、統計

データを活用する能力である「統計リテラシー」や、統計調査への協力並びに統計デ

ータを利用するために必要な意識及び倫理観である「統計倫理」を重視した統計教育

が重要である。」とされているが、国民の統計調査に対する協力意識を高めるためには、

統計教育を含めた幅広い取組の着実な実施が必要であることから、「統計リテラシーを

重視した統計教育や統計教育等を通じた統計倫理の涵
かん

養が重要である。」に修正すると

ともに、「統計リテラシー」及び「統計倫理」にそれぞれ注釈を追加することが適当で

ある。 

 

 (9) 第３－４－(1)「調査票情報等の提供及び活用」 

調査票情報等の提供及び活用については、本文において「調査票情報等の提供及び
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活用については、セキュリティレベルや調査票情報等の匿名性の程度に応じた利用形

態ごとの特性を勘案した上、法制度上の整理を含め、①調査票情報の提供におけるオ

ンサイトの利用やプログラム送付型による集計・分析への段階的な移行」、別表におい

て「調査票情報の提供及び活用については、セキュリティ確保に万全を期する観点か

ら、調査票情報の貸渡しによる利用方法から、オンサイト利用やプログラム送付型集

計・分析への段階的な移行を目指す。このため、オンサイト利用のためのガイドライ

ン等の整備や、プログラム送付型集計・分析の実用化に向けた検討を行う。」とされて

いるが、諸外国におけるリモートアクセスの導入状況等も踏まえた上で、新たな利用

方法について政府一体となった取組が行われるよう、本文を「調査票情報等の提供及

び活用については、セキュリティレベルや調査票情報等の匿名性の程度に応じた利用

形態ごとの特性、諸外国における取組状況等を総合的に勘案した上、法制度上の整理

を含め、①調査票情報の提供におけるリモートアクセスを含むオンサイト利用やプロ

グラム送付型集計・分析への段階的な移行」に修正した上で、この段落の最後に「そ

の際、効率性及び利便性の観点から、政府一体として一元的な取組を推進する。」を追

加するとともに、別表を「調査票情報の提供については、セキュリティ確保に万全を

期する観点から、調査票情報の貸渡しによる利用方法から、リモートアクセスを含む

オンサイト利用やプログラム送付型集計・分析への段階的な移行を目指し、当該利用

方法の役割分担の整理を含め、実用化に向けた検討を行う。」に修正することが適当で

ある。 

 

 (10) 第３－４－(2)「政府統計共同利用システム等による統計データの共有・提供の推

進」 

   政府統計共同利用システムの統計情報データベースについては、別表において総務

省が「登録作業の簡素化・支援方策を検討し、統計データ登録の促進を図る。」とされ

ているが、各府省の協力を得て実施することが明確となるよう「登録作業の簡素化・

支援方策を検討し、各府省の協力を得て、統計データ登録の促進を図る。」に修正する

ことが適当である。 

 

２ その他（提案事項） 

第３ワーキンググループとしては、「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済

再生～」（平成25年６月14日閣議決定）における実効性あるＰＤＣＡの実行に対応するた

め、第１－３「経済・社会の環境変化への的確な対応」の三段落目に「さらに、骨太方

針における実効性のあるＰＤＣＡの実行に資するため、既存統計の利活用を含め統計の

作成及び提供を一層推進する。」と追加することを提案する。 
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第３ワーキンググループ審議結果を踏まえた新旧対照表 

 

第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 １ 統計作成の効率化及び報告者の負担軽減 

  （２）行政記録情報等の利活用の推進 

    ア 行政記録情報等の活用 

諮問案 修文案 

【本文】 

 さらに、統計データの透明化・オープン化等の推進や、統計作成に行政記

録情報等を活用することの有用性等に関する理解を得る取組等の一環とし

て、業務統計の作成・公表状況や行政記録情報等の統計への活用実態等を定

期的に把握し、国民に情報を提供するとともに、未公表の業務統計の公表を

促進するなどして、行政記録情報等の利活用を推進する。なお、国際的な動

向も踏まえつつ、行政記録情報等を含むビッグデータ（注5）の統計作成への利

活用及び統計データのビッグデータへの活用について研究を進める。 

（注５） ＩＣＴの進展により生成・収集・蓄積等が可能・容易になる多種多量のデータ

【本文】 

 さらに、統計データの透明化・オープン化等の推進や、統計作成に行政記

録情報等を活用することの有用性等に関する理解を得る取組等の一環とし

て、業務統計の作成・公表状況や行政記録情報等の統計への活用実態等を定

期的に把握し、国民に情報を提供するとともに、未公表の業務統計の公表を

促進するなどして、行政記録情報等の利活用を推進する。なお、国際的な動

向も踏まえつつ、統計データとビッグデータ（注5）を相互に結び付け、活用す

ることについて研究を進める。 

（注５） ＩＣＴの進展により生成・収集・蓄積等が可能・容易になる多種多量のデータ 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 １ 統計作成の効率化及び報告者の負担軽減 

  （２）行政記録情報等の利活用の推進 

    イ 社会保障・税番号制度の統計への活用 

諮問案 修文案 

【別表】 【別表】 
 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  
 ○ 個人番号については、その利用範囲の

拡大に関する番号法の見直しに併せて、

統計における活用を検討する。 

関係府省 平成 30 年

度末までに

結 論 を 得

る。 

 ○ 個人番号については、その利用範囲の

拡大に関する番号法の見直しに併せて、

統計作成における活用について検討す

る。 

関係府省 平成 30 年

度末までに

結 論 を 得

る。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 １ 統計作成の効率化及び報告者の負担軽減 

  （４）統計基準等の見直し 

諮問案 修文案 

【別表】 【別表】 
 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  
 ○ 各府省と連携して、基幹統計を中心に

表章区分の現状を整理した上で、標準的

な表章区分の在り方について検討する。 

総務省 平成 29 年

度末までに

結 論 を 得

る。 

 ○ 各府省と連携して、基幹統計を中心に

表章区分（年齢や事業所規模等）の現状

を整理した上で、標準的な表章区分の在

り方について検討する。 

総務省 平成 29 年

度末までに

結 論 を 得

る。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ２ 統計リソースの確保及び有効活用 

  （１）統計リソースの確保のための取組 

諮問案 修文案 

【別表】 【別表】 
 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  
 ○ 統計の信頼性を確保しつつ、調査票情

報等の提供及び活用、政府統計共同利用

システムを通じた情報提供機能の強化等

に中核的な役割を果たすことが期待され

る独立行政法人統計センターのリソース

を確保するよう努力する。 

総務省 平成 26 年

度から実施

する。 

 ○ 統計の信頼性を確保しつつ、調査票情

報等の提供及び活用、政府統計共同利用

システムを通じた情報提供機能の強化

等に中核的な役割を果たすことが期待

される独立行政法人統計センターのリ

ソースを確保するよう努力する。 

  また、各府省を支援する観点から、

調査票情報等の提供及び活用、政府統

計共同利用システムを通じた情報提

供機能の強化等に係る各府省に共通

する取組（一般用ミクロデータ（仮称）

の作成、オンサイト利用等による調査

票情報の利用、ＡＰＩ機能の提供のた

めのデータ登録等）のうち、専門的な

技術や知見を要し、一元的な検討・実

施が効果的かつ効率的な事項につい

ては、独立行政法人統計センターの機

能を最大限活用できるよう措置する。

総務省 平成 26 年

度から実施

する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ２ 統計リソースの確保及び有効活用 

  （２）調査体制の機能維持、国と地方公共団体の連携 
諮問案 修文案 

【本文】 

このような状況を踏まえ、各府省では、地方公共団体及び統計調査員の業

務量の軽減や平準化、地方公共団体における統計の作成の支援等を図るため、

①国直轄調査の導入、②調査対象業種や調査系統の見直し、③民間事業者の

ノウハウを活用したコールセンターの設置、④地域別表章の充実・支援、⑤

登録調査員の確保・育成等に努めている。 

【本文】 

このような状況を踏まえ、各府省では、地方公共団体及び統計調査員の業

務量の軽減や平準化、地方公共団体における統計の作成の支援等を図るため、

①国直轄調査の導入、②調査対象業種や調査系統の見直し、③民間事業者の

ノウハウの活用、④地域別表章の充実・支援、⑤登録調査員の確保・育成等

に努めている。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ２ 統計リソースの確保及び有効活用 

  （５）民間事業者の活用 

諮問案 修文案 

【本文】 

厳しい財政状況の下、限られた統計リソースの有効活用や、地方公共団体

及び統計調査員の業務量の負担軽減を図るためには、適正に民間事業者を活

用することが重要である。 

一方で、公的統計の作成の最終的な責任は作成主体が担うものであり、国

が行う重要な統計調査については、企画立案業務等の中核的業務を国自らが

行うことが必要である。特に、調査結果の精度が低下した場合、国の統計全

体の精度や国政の運営に大きな支障が生じるおそれがある統計調査について

は、民間事業者の活用の可能性を、慎重かつ十分に検討することが必要であ

る。 

また、民間事業者の活用に当たっては、統計の品質の維持・向上、報告者

の秘密保護、信頼性の確保等を前提としつつ、民間事業者の体制といった点

に留意する必要がある。 

（中略） 

このため、民間事業者の活用については、民間事業者のノウハウ・リソー

スを積極的に活用し、調査業務の負担軽減及び効率化を図ることを共通認識

として、これまでの取組の更なる定着促進を図るとともに、後記３(2)統計の

品質保証活動の推進結果を踏まえ、「統計調査における民間事業者の活用に係

るガイドライン」（平成 17年３月 31日各府省統計主管課長等会議申合せ。平

成 24年４月６日改正）に、プロセス保証の考え方を導入する方向で検討する。

 

【本文】 

厳しい財政状況の下、限られた統計リソースの有効活用や、地方公共団体

及び統計調査員の業務量の負担軽減を図るためには、優れたノウハウやリソ

ースを持つ民間事業者の効果的かつ適正な活用が引き続き重要である。 

一方で、公的統計の作成の最終的な責任は作成主体が担うものであり、国

が行う重要な統計調査については、企画立案業務等の中核的業務を国自らが

行うことが必要である。特に、調査結果の精度が低下した場合、国の統計全

体の精度や国政の運営に大きな支障が生じるおそれがある統計調査について

は、民間事業者の活用の可能性を、慎重かつ十分に検討することが必要であ

る。 

また、民間事業者の活用に当たっては、統計の品質の維持・向上、報告者

の秘密保護、信頼性の確保等を前提としつつ、民間事業者の履行能力といっ

た点に留意する必要がある。 

（中略） 

このため、民間事業者の活用については、調査業務の負担軽減及び効率化

を図ることを共通認識として、これまでの取組の更なる定着促進を図るとと

もに、後記３(2)統計の品質保証活動の推進結果を踏まえ、「統計調査におけ

る民間事業者の活用に係るガイドライン」（平成 17年３月 31日各府省統計主

管課長等会議申合せ。平成 24年４月６日改正）に、プロセス保証の考え方を

導入する方向で検討する。 
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第１ 施策展開に当たっての基本的な視点及び方針 

 ５ 統計データの透明化・オープン化の推進 

諮問案 修文案 

【本文】 

統計の作成方法や推計方法等に係る品質表示の改善に加え、プロセス保証

の導入を検討するなど、統計作成過程における透明性の一層の向上を図る。

 
また、オーダーメード集計について、利用条件を緩和する方向で検討を行

うなど、セキュリティレベルや匿名性の程度を踏まえ、統計データの利用形

態に応じた提供を検討する。 
さらに、政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）について、ＡＰＩ機能（注１）

の提供や地図で見る統計（統計ＧＩＳ）等の充実に向けた技術的研究を推進

するなど、統計データのオープン化の取組を一層推進する。 
 
 
（注１） 統計データを、プログラムが自動で取得できるようにするために、機械が判読

可能な形式［API（Application Programming Interface）］で提供する機能 

 

【本文】 

統計の作成方法や推計方法等に係る品質表示の改善に加え、プロセス保証
（注１）の導入を検討するなど、統計作成過程における透明性の一層の向上を図

る。 
また、オーダーメード集計について、利用条件を緩和する方向で検討を行

うなど、セキュリティレベルや匿名性の程度を踏まえ、統計データの利用形

態に応じた提供を検討する。 
さらに、政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）について、ＡＰＩ機能（注２）

の提供や地図で見る統計（統計ＧＩＳ）等の充実に向けた技術的研究を推進

するなど、統計データのオープン化の取組を一層推進する。 
 
（注１） 統計調査の実施過程の効果的な管理に関する取組 
（注２） 統計データを、プログラムが自動で取得できるようにするために、機械が判読

可能な形式［API（Application Programming Interface）］で提供する機能 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ３ 統計調査環境の改善 

  （２）統計の品質保証活動の推進 

諮問案 修文案 

【本文】 

利用者のニーズに対応した公的統計の作成及び提供、その品質の表示並び

に評価及び改善を通じ、公的統計の有用性及び信頼性の確保・向上を目指す

品質保証の活動は、社会経済情勢の変化等に的確に対応した統計を効率的に

作成する上で重要な取組である。各府省では、「公的統計の品質保証に関する

ガイドライン」（平成 22年３月 31日各府省統計主管課長等会議申合せ。平成

23 年４月８日改正）に基づき、所管統計の品質表示・評価に関する取組に着

手している。 

しかし、各府省の品質保証活動に関する取組、特に品質評価に関する取組

は、必ずしも十分な成果を挙げるに至っておらず、取組の強化が必要となっ

ている。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針」においては、統計データの透明化・

オープン化等を、第Ⅱ期基本計画の策定に反映し、その推進を図ることとさ

れており、その一環として、統計調査の実施過程の管理方法等に関する品質

評価の取組である「公的統計のプロセス保証」を、品質保証活動に導入する

ことが有効である。 

【本文】 

利用者のニーズに対応した公的統計の作成及び提供、その品質の表示並び

に評価及び改善を通じ、公的統計の有用性及び信頼性の確保・向上を目指す

品質保証の活動は、社会経済情勢の変化等に的確に対応した統計を効率的に

作成する上で重要な取組である。各府省では、「公的統計の品質保証に関する

ガイドライン」（平成 22年３月 31日各府省統計主管課長等会議申合せ。平成

23 年４月８日改正）に基づき、所管統計の品質表示・評価に関する取組に着

手している。 

しかし、各府省の品質保証活動に関する取組、特に品質評価に関する取組

は、必ずしも十分な成果を挙げるに至っておらず、取組の強化が必要となっ

ている。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針」においては、統計データの透明化・

オープン化等を、第Ⅱ期基本計画の策定に反映し、その推進を図ることとさ

れており、その一環として「公的統計のプロセス保証」を、品質保証活動に

導入することが有効である。 

【別表】 【別表】 
 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  
 ○ 各府省連携の下、国際的な動向や関連

学会における研究結果等を踏まえ、公的

統計へのプロセス保証(統計調査の実施

過程の管理方法等)を、「公的統計の品質

保証に関するガイドライン」に導入する

方向で同ガイドラインの見直しを実施す

る。 

総務省、

各府省 

平成 27 年

度末までに

実施する。

 ○ 各府省連携の下、国際的な動向や関連

学会における研究結果等を踏まえ、公的

統計へのプロセス保証を、「公的統計の品

質保証に関するガイドライン」に導入す

る方向で同ガイドラインの見直しを実施

する。 

総務省、

各府省 

平成 27 年

度末までに

実施する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ３ 統計調査環境の改善 

  （４）統計リテラシーの向上 

諮問案 修文案 

【本文】 

国民の統計調査に対する協力意識を高めるためには、初等教育から高等教

育に至るまでの各段階において、統計の有用性を理解し、統計データを活用

する能力である「統計リテラシー」や、統計調査への協力並びに統計データ

を利用するために必要な意識及び倫理観である「統計倫理」を重視した統計

教育が重要である。各府省は、教員に対する研修内容の充実を図るとともに、

各府省ホームページにおける学習サイトの充実・見直し等の取組を進めてい

る。 

 

【本文】 

国民の統計調査に対する協力意識を高めるためには、初等教育から高等教

育に至るまでの各段階において、統計リテラシー（注▲）を重視した統計教育や

統計教育等を通じた統計倫理（注■）の涵
かん

養が重要である。そのため、各府省は

教員に対する研修内容の充実を図るとともに、各府省ホームページにおける

学習サイトの充実・見直し等の取組を進めている。 

 
（注▲） 統計の有用性を理解し、統計データを活用していく能力をいう。 
（注■） 統計の重要性を理解し、統計調査への協力とともに、統計データを適切に利用

するために必要な意識、倫理観をいう。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ４ 統計データの有効活用 

  （１）調査票情報等の提供及び活用 

諮問案 修文案 

【本文】 

 このため、調査票情報等の提供及び活用については、セキュリティレベル

や調査票情報等の匿名性の程度に応じた利用形態ごとの特性を勘案した上、

法制度上の整理を含め、①調査票情報の提供におけるオンサイトの利用やプ

ログラム送付型による集計・分析への段階的な移行、②匿名データの作成及

び提供における提供対象統計調査の種類や年次の追加等によるサービスの充

実、③オーダーメード集計における利用条件の緩和に向けた検討を進める。 

 

 

 また、「統計データ・アーカイブ（仮称）」については、調査票情報等の提

供及び活用の促進の基礎として、引き続き具体化に向けた検討を進め、早期

に結論を得る。なお、今後も引き続き、調査実施部局における調査票情報等

の適切な保管を徹底する。 

 

 

【本文】 

 このため、調査票情報等の提供及び活用については、セキュリティレベル

や調査票情報等の匿名性の程度に応じた利用形態ごとの特性、諸外国におけ

る取組状況等を総合的に勘案した上、法制度上の整理を含め、①調査票情報

の提供におけるリモートアクセス（注●）を含むオンサイト利用（注▼）やプログ

ラム送付型集計・分析（注◆）への段階的な移行、②匿名データの作成及び提供

における提供対象統計調査の種類や年次の追加等によるサービスの充実、③

オーダーメード集計における利用条件の緩和に向けた検討を進める。その際、

効率性及び利便性の観点から、政府一体として一元的な取組を推進する。 

 また、「統計データ・アーカイブ（仮称）」については、調査票情報等の提

供及び活用の促進の基礎として、引き続き具体化に向けた検討を進め、早期

に結論を得る。なお、今後も引き続き、調査実施部局における調査票情報等

の適切な保管を徹底する。 

 

（注●） 利用者が、通信回線を経由して、遠隔操作により調査票情報の集計・分析を行

うもの。遠隔操作は管理者の制御下に置かれており、行政機関等の管理者の許可

なく集計・分析結果の印刷・複写を行うことはできない。 

（注▼） 行政機関等の管理者が指定する場所及び機器により、調査票情報の集計・分析

を行うもの。 

（注◆） 利用者が、テストデータを参照して集計・分析のためのプログラムを作成し、

行政機関等の管理者側において当該プログラムを実行し、集計・分析結果を利用

者に提供するもの。 
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諮問案 修文案 

【別表】 【別表】 
 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  
 ○ 調査票情報の提供及び活用については、

セキュリティ確保に万全を期す観点から、

調査票情報の貸渡しによる利用方法から、

オンサイト利用やプログラム送付型集計・

分析への段階的な移行を目指す。このため、

オンサイト利用のためのガイドライン等の

整備や、プログラム送付型集計・分析の実

用化に向けた検討を行う。 

総務省、

各府省 

平成 26 年

度から検討

する。 

○ 調査票情報の提供については、セキュリ

ティ確保に万全を期す観点から、調査票情

報の貸渡しによる利用方法から、リモート

アクセスを含むオンサイト利用やプログラ

ム送付型集計・分析への段階的な移行を目

指し、当該利用方法の役割分担の整理を含

め、実用化に向けた検討を行う。 

総務省、

各府省 

平成 26 年

度から検討

する。 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 

 ４ 統計データの有効活用 

  （２）政府統計共同利用システム等による統計データの共有・提供の推進 

諮問案 修文案 

【別表】 【別表】 
 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期  
 ○ 政府統計共同利用システムの統計情報デ

ータベースへの統計データの登録作業の簡

素化・支援方策を検討し、統計データ登録の

促進を図る。 

総務省 平成26年

度から実

施する。 

○ 政府統計共同利用システムの統計情報デ

ータベースへの統計データの登録作業の簡

素化・支援方策を検討し、各府省の協力を得

て、統計データ登録の促進を図る。 

総務省 平成26年

度から実

施する。 
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第１ 施策展開に当たっての基本的な視点及び方針 

 ３ 経済・社会の環境変化への的確な対応 

  諮問案 修文案 

【本文】 

「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生～」（平成 25 年６

月 14日閣議決定）における①グローバル化を活かした成長（国際展開戦略）、

②地球環境への貢献、③資源・エネルギーの経済安全保障の確立、戦略的外

交の推進等の施策を推進するため、経済・金融統計の公表基準への準拠など

の経済活動のグローバル化に対応した統計や、地球温暖化対策等の環境に関

する統計の充実を図る。 

また、同閣議決定における①女性の力の最大限の発揮、②少子化危機突破、

③若者・高齢者等の活躍推進、④特色を活かした地域づくり等の施策を推進

するため、「第３次男女共同参画基本計画」（平成 22年 12 月 17 日閣議決定）

に基づく男女別等統計（ジェンダー統計）のほか、地域別表章及び各歳別表

章の充実を図るなど、既存統計の見直しを含め、経済・社会の環境・ニーズ

の変化に対応した統計の作成及び提供を推進する。 

 

 

あわせて、統計の作成及び提供の基盤ともなる実査体制の機能維持を含め

た必要な統計リソースの確保及び国民の理解増進に努めるとともに、東日本

大震災の教訓を踏まえ、日頃から災害発生時等の備えを強化する。 

【本文】 

「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生～」（平成 25 年６

月 14 日閣議決定。以下「骨太方針」という。）における①グローバル化を活

かした成長（国際展開戦略）、②地球環境への貢献、③資源・エネルギーの経

済安全保障の確立、戦略的外交の推進等の施策を推進するため、経済・金融

統計の公表基準への準拠などの経済活動のグローバル化に対応した統計や、

地球温暖化対策等の環境に関する統計の充実を図る。 

また、骨太方針における①女性の力の最大限の発揮、②少子化危機突破、

③若者・高齢者等の活躍推進、④特色を活かした地域づくり等の施策を推進

するため、「第３次男女共同参画基本計画」（平成 22年 12 月 17 日閣議決定）

に基づく男女別等統計（ジェンダー統計）のほか、地域別表章及び各歳別表

章の充実を図るなど、既存統計の見直しを含め、経済・社会の環境・ニーズ

の変化に対応した統計の作成及び提供を推進する。 

さらに、骨太方針における実効性あるＰＤＣＡ（注△）の実行に資するため、

既存統計の利活用を含め統計の作成及び提供を一層推進する。 

あわせて、統計の作成及び提供の基盤ともなる実査体制の機能維持を含め

た必要な統計リソースの確保及び国民の理解増進に努めるとともに、東日本

大震災の教訓を踏まえ、日頃から災害発生時等の備えを強化する。 

 

（注△） 計画（Plan)－実施（Do)－点検・評価（Check)－施策の改善（Action)のサイ

クル 
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